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決算書掲載頁　87

内
訳

公共用地の取得又は処分について適正な事務執行を実施する。

今後においても、不動産評価審議会を円滑に運営し、適正な価格で公共用地を取得、処分するよう努める。
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適正な不動産評価により、公共用地を取得、処分する。
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・不動産を取得又は処分する時の価格を評定する審議会を円滑に運営すること。
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今後においても、不動産評価審議会を円滑に運営し、適正な価格で公共用地を取得、処分するよう努める。
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事業：公共用地取得事業                               

１．公共用地取得事業 

公共用地となる不動産を取得又は処分する時の価格を評定する不動産評価審議会※を円滑に運営し、公共用地

の取得又は処分について適正な事務執行を実施する。 

 

   ※ 不動産評価審議会 

 …市が取得又は処分しようとする不動産の価格を評定するために設置された審議会のこと。 

 

 

細事業：不動産評価審議会事業                    

 不動産鑑定士（2 名）と市職員（5 名）の 7 名の委員で構成する第三者機関の不動産評価審議会において、市

の公共用地である不動産を取得又は処分するための不動産価格について審議し、評定した。 

 平成 25年度においては、5回の不動産評価審議会を開催し、11件の案件を審議し、評定した。 

なお、本細事業では、不動産評価審議会委員のうち不動産鑑定士資格を持つ専門委員の委員報酬とその委員に

対する事前説明にかかる職員の出張旅費を支出した。 
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